
議案第１２号  

 

   東大阪市立保育所条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 東大阪市立保育所条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和８年２月２７日提出 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

  



東大阪市条例第  号  

 

   東大阪市立保育所条例の一部を改正する条例 

 

 東大阪市立保育所条例（昭和４２年東大阪市条例第５１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１条中「別表第１」を「別表」に改める。 

 第５条中「別表第２に掲げる」を削る。 

 別表第１東大阪市立友井保育所の項及び東大阪市立御厨保育所の項から東大阪市立鳥居

保育所の項までを削る。 

 別表第２を削り、別表第１を別表とする。 

 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



東大阪市立保育所条例新旧対照表 

新 旧 

（設置） （設置） 

第１条 本市に保育所を設置し、その名称及び位置は、別表の

とおりとする。 

第１条 本市に保育所を設置し、その名称及び位置は、別表第

１のとおりとする。 

（子育て支援事業） （子育て支援事業） 

第５条 保育所は、東大阪市立子育て支援センター条例（平成

２１年東大阪市条例第３９号）第３条に規定する事業（以下

「子育て支援事業」という。）を行う。 

第５条 別表第２に掲げる保育所は、東大阪市立子育て支援セ

ンター条例（平成２１年東大阪市条例第３９号）第３条に規

定する事業（以下「子育て支援事業」という。）を行う。 

別表（第１条関係） 別表第１（第１条関係） 

 

名称 位置 

  

名称 位置 

 

 

東大阪市立長瀬子育て支援センター・東大阪市立鴻池子

育て支援センター （略） 

  

東大阪市立長瀬子育て支援センター・東大阪市立鴻池子

育て支援センター （略） 

 

 

 

  

東大阪市立友井保育所 東大阪市友井二丁目 

 

 

東大阪市立荒本子育て支援センター （略） 

  

東大阪市立荒本子育て支援センター （略） 

 

 

 

  

東大阪市立御厨保育所 東大阪市御厨南三丁目 

 

   

東大阪市立岩田保育所 東大阪市岩田町一丁目 

 



   

東大阪市立鳥居保育所 東大阪市鳥居町 

 

 別表第２（第５条関係） 

 

 

  

東大阪市立長瀬子育て支援センター 

 

   

東大阪市立鴻池子育て支援センター 

 

   

東大阪市立荒本子育て支援センター 

 

  

 


